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検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 2年第4表
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大阪第一

地裁管内
●

検察審査会起訴相当事件…等事後措置年報令和 2年第4表

←
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大阪第二

地裁管内

検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 2年第4表
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大阪第三

地裁管内

検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 2年第4表
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大阪第四

地裁管内

検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 2年第4表
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地裁管内

検察審査会起訴相当事件等 ・事後措置年報
一

令和 2年第4表
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検 察 庁

受理人員

旧

受

新

受

今
ロ

計

処 理 ・ .人 員
■ ｡

公
■
◆

訴
提
起

不起訴維持

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

q ■

罪
と
な
ら
ず

そ．

の

他

小

計

合

へ

計

未
済
人
員

起
訴
議
決

裁． 判｡

有 罪・ 人 員

自 由 刑

六
月
未
満

申

■

も六
月
以
上

●
一
昏
年
以
上

二
年
以
上

三
年
以
上 ■ ■

､小

計

罰． 金

一

万
．
円
以
下

五
万
円
以

下

十
万
．
円
以
下

十
五
万
円
以
下

三

卜

万
阿
以
下

五

卜

万
円
以
下

を
超
・
式
ろ
も
の

五
十
万
円

小

計

刑
の
免
除

合

計

無

罪

等

す
る
事
件
鋤
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総

４
８
言
画

．､起訴猶予
0 0

(）

0

(）

0

(）

0

(）

０
０
，
〉

０
０
ｎ
〉

０
０
ハ
Ｕ

0

(）

嫌疑不十分
0 0

(）

０
０

0

(）

０
Ａ
〉

0．

0

(）

０
０
０

０
０
〈
Ｕ

0

(）

嫌疑なし
0 0

(）

0

(）

0

(）

0

(）

０
０
，
〉

０
０
，
〉

０
０

0

(1

(）

罪とならず
0。 0

(）

０
へ
り

0

(）

O

(）

０
０
ハ
リ

｡

〔）

(）

０
０
０

0

(）

その他
0 0

(）
ｑ
●

0

(）

.0

(）

0。

(）

０
０
０
〉

今
●

０
０
ハ
Ｕ

０
０
，
〉

0

(）

計
0

(）

0

(）

0

(）

0

(）

一
０
ハ
０

0

(）

０
０

0

()

0
‐ U

旬

(）

０
０

0

(）

0

(）

0

･0

０
０
ハ
０

０
０
ハ
Ｕ

0．－．

0

(）

０
０
，
〉

０
０
，
〉

０
０
ハ
Ｕ

４
■

０
０
〈
０

0．

0

(）

０
０
く
り

０
０
，
〉

０
０
〈
Ｕ

０
０
ハ
Ｕ

０
０
〈
Ｕ

０
０

０
０
０

０
０
ハ
Ｕ

０
ハ
０

0．

(）

0

(）

備
考

、



大阪

岸和田

地裁管内

検察審査会起訴相当事件等事後 一措置年報令和 2年第4表

岸
和
田
検
審
第
４
号

〔亟派j一タ極罹掛査畢1午でめつ7こもU

全都勤行猶予の言渡しが2 』 . の－2
■ ●

■ ■

検 察 庁

受理人員

ｂ
ｅ

旧
受

新

受

谷
口

今

計

処 理 人 員

公
訴
提
起

●
■

不起 訴維持

起
訴

猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑

な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小
計

〈
ロ

計

未
済
人
員

起
訴
議
決

裁 判

有罪人 員
▲ ◆

自
《
も

由 ・刑

六
．
月
末
満

六
月
以
上

一

年
以
上

一

一

年

以

上

三
年
以
上

小

計

罰 金

一

万
円
以
下

五
万
円
以
下

●

C

◆

､

十
・
・
万
円
以
下

十
五
万
円
以
下

三
十
万
円
以
下

五
十
万
円
以

下

▲
④

を
．
超
え
る
も
の

五
十
万
円

小

計

刑
の
免
除

合
計

無
罪
等

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総

計

､起訴猶予
0 0 ０

く
り

0

(）

0．

(）

０
０

０
０
，
〉

０
０
０

０
０
０

O

(）

q■ ■
嫌疑不十分

0 ０
Ａ
〉

0

(）

， 0

(）

O

(）

11

0

(）

０
０
．
１

．
く

旬 ０
０
０

O

(）

嫌疑なし
0 0 0

(）

0

(）

0

(）

0
０
０
，
平

０
０
０

０
０
ハ
０

0

（）

罪とならず
0 0 0

(）

0

(）

0

(）

0

(）

０
０
ハ
Ｕ

０
０
０

０
０
，
〉

0

(）

その他
0 0 ０

０

0

(）

0

(）

0

0

■ず

0

1）

(）

０
０
く
り

０
０
ハ
０

0

(）

計
0

(）

0

()．

０
０

0

(）

0

(）

0

(）

0

(）

0．

(）

0

(）

0

(）

0

(）

0

(）

0

0

０
０
０

０
０
０

０
０
６
〉

０
０
ハ
Ｕ

０
０
ハ
０

０
０
。

０
０
０

０
０
０

０
０
０
．

0

､0

(）

０
０
０

０
０
０

０
０
，
〉

０
０
ハ
リ

０
０
０

０
０
０

0

(）

0

(）

0

(）

備
考

一寺



(別紙様式第4）

京都地裁管内

検察審査会(集計表)．起訴相当事件等事後措置年：報令和 2年第4表

戸､

(在ノ 1 噸瑚種番食箏1千でめったものに‐つい~L区， U琶何し， Iﾉﾂ錘とし~《訂-こすoも

2全部執行猶予の言渡しがあった場合にば有罪人員の咳当欄に;［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には，同欄に《》･を付し，それぞれ内数として計上する。
(最刑一）

巳

●

q

f

鍼

検 察 庁

受理人員

旧

受

新
受

D ①

合

計

処 理 人 員

公
訴
提
起

■ ｡

不起・ 訴維持
P ｡

起
訴
猶
・
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ

の

他

小

計

合
計

末
済

人
員

起
訴
議
決

裁 判

有 罪 人 員
可

自 由 刑

六
月
未
満

六
月
以
上

一
・
年
以
上

二
年
・
以
上

三
年
以
上

小

計

罰 金

一
．
万
円

以
下

■
●

五
万
円
以
下

一夕

十
万
円
以
下

＋
五
万
円
以
下

三
十
万
円
以
下

五
十
万
円
以
下

を
超
え
る
も
・
の

五
↑
十
・
万
円

小

計

刑
の
免
除

合
計

無
罪
等

す
る
事
件
の
併
合

●
６

同
一
被
告
人
に
対

総

計

起訴猶予一
●D

a d

嫌疑不十分

0 2 2 2

嫌疑なし
申 凸

罪とならず 」
●

その他

計 一

0 2 2 2

e夕

備
考

、

●

■

● 凸

ｑ
〃
。

"…
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(別紙様式第4）
ｰ

京都地裁管内

京都第一検察審査会令和 2年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

覗砿番宜畢1午でめったも、

会剖執行猶予の言渡しが2

検 察 庁

受理人員

日

受

Ｉ

新
受

●
●

合

計

処理 人 員

公

訴

提．

起

不起所維持

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
、
十
分

嫌

疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

合

計

未
済
人
員

起
訴
議
決

･裁 判

有罪 人 員

自 ・由 刑

六
．
月

末
満

令
争

一
ハ

､月

以

上

一
年
以
上

二
年
以
上

年

以
上

小

計

罰 金
● ■

一

万

円
以
下

五
万
円
以
下

十
万
円
以
下

十
五
万
円
以
下

●

■

●
ヴ

三
十
万
円
以
下

五

6｡

十
万
円
以
下

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

小．

計

刑
の
免
除

合
計

無
罪
等

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総

計

起訴猶予

嫌疑不十分
･0 1 1 1

嫌疑なし

罪とならず

､その他

計 ．

0 1 1 1

備
考

○ 句
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(別紙様式第4）

京都地裁管内

京都第二検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 2年第4表

(最刑一）
3酉の＝汀

検 察 庁

受理人員

旧

受

新．

受

〈
ロ

計

処 理 人 員

公
訴
提
起

9

℃

不起訴維持

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌

疑

な

し．

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

合

計

未
済
人
員

起
訴
識

決

裁 判

有 罪 人 員
■ ●

自 由． 刑

六
月
未
満

六
月
以
上

年
以
上

二
年
以
上

三
年
以
上

〃、

計

罰 金

一
万
円

以
下

五
万
円
以
下

十
万
円
以
下

十
・
五
万
円
以
下

三
十
万
円
以
下

五
．
十
万
円
以
下

今
０
を
超
え
る
も
．
の

五
十
万
、
．
円

小

計

刑
の
免
．
除

合

計

無
罪
等

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総

計

起訴猶予

嫌疑不十分

0 1 1 1

嫌疑なし 一

罪とならず

その他

計

0 1 1 1

備
考



【機密性2】

(別紙様式第4） し

京都地裁管内

宮滝検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 ､2年第4表

2全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には，同欄に《》を付し，それぞれ内数として計上する。

検 察 庁

受理人員

旧

受

新

受

合

計

処理 ・人 員

公
訴
提
起

不起訴維持

起
所
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

合
計

未
済
人
員

起
訴
議

決

裁 判

有 罪 人 員
9

自 由 刑

一
ハ

月
未
満

六
月
以
上

年
以
上

二
年
以
上

三
年
以
・
上

小

計

罰 ＝金

一
万
、
円
以
下

五
万
円
以
↑
下

十
万
円
以
下

● 凸

｡

十
五
万
円
以
下 甲

三
十
万
円
以
下

五
十
万
円
以
下

由

や
４
１
．

を
超
え
る
も
の

五
、
十
万
円

小

計

刑
の
免
除

合
計

無
罪
等

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総

計

起訴猶予 該当なし。
● 〃

嫌疑不十分

争一

毎一

嫌疑なし

罪とならず 一

その他

｝

計

備
考

●

ぺ



〆

《別紙様式第4）

京都地裁管内

舞鶴検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 2~年第4表

(）を付･し，内致として計上する。 ． （承湘一ﾉ‘

検 察 庁

受理人員

旧
受

新

受

合

計

毎 C

処 理 人 員

公
訴
提
起

不起．訴維持

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

｡

●｡

■

●

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

合

計

■
■

未
済
人
々
員

起
訴
畿
決

裁 判●

有 罪 人 員

自 由刑

六
月
未
満

六
月
以
上

年
以
上

二
年
．
以
上

三
年
以

上

小

計

罰 金

一
万
円
以
下

五
万
円
以
下

◆

十
万
円
以
下

十
五
万
円
以
下

6

三
十
万
円
以
下

■
■

五
十
万
円
以
下

を
超

五

■

と
え

る
も

の

十
万
円

小
■
●

計

刑
の
免
除

合
計

無．

罪

●｡

等

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

◆

総

計

起訴猶予

嫌疑不十分 該当事項なし

嫌疑なし

● -

罪とならず

その他
~＝

6

計

備
考

｡ ●
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(別紙様式第4）
、

起訴相当事件等事後措置年報
神戸 地裁管内

検察審査会築計表令和 2年第4表

乞1町し F1蕊と

＝の弦当相
醜砿番宜畢1午でめったも囮

ら部執行猶予の言渡しが2

・ 夕

2
■

申

、
、

建塗

検 察 庁

受理人員

旧

受

新

受

合

計

処 理 人 員

､公

･訴

提

起

不起訴維 ・持

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
、
，
な
・
ら
ず

そ

の

他

小

計

谷
口

計

●

未
済
人
員

起
訴
蟻
決

裁 判

有 罪 人 員
●

自 由刑

六
月
未
満

六
月
以
上

一

年

以．

上

二
年
以
上

三
年
以
上

小

計

罰 金

万
円
以
下

五
万
円
以
・
下

十
万
円
以
下

、
日
■
、
凸

十
五
‐
万
円
以
下

三
十
万
円

以
下

五
十
万
円
．
以
下

ｇ
毎

を
超
え
る
も
の

五
十
・
．
万
円

小

計

刑
の
免
除

合
計

無
罪
等

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総

計

起訴猶予

ロ

■

■

■

一

■

1 1 I 1 0

℃

0 0 ･0
0

嫌疑不+ﾑ分 ー●

2 10 12 1 3 3 4 8

0

･0 ､1 1 ･1
1

嫌疑なし
0 0 0．

0． Q 0
0

罪とならず
0 ･0 0

①一

0
●

0 ； 0
0

その他
0 0 0

0． 0 0
0

計
3 10 13 1 1 3 4 5 8

0 1 1 1
1

備
考

～ ■ 1■

‐ ■

b ●

● ■ ◆



－

神戸 地裁管内

神戸第一検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 2年第4表

U筵Wし， Iクリ蕊こしL面『エ9つ｡ ． k亟加一ノ
出認TT3酉予･の藍ヨZ産し刀｡あった湯名

検 察 庁

受理人員

旧

受

新
受
合
計■■■■■
、
■
①

処 理 人 員

ｅ
鈑
公
訴
提
起

●●

●

不起訴維持

起
《
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
、
分■

嫌
疑
な
し

罪
．
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

合

計

未
済
人
員

起
訴
議
決

裁 判

有 罪 人 員

自 由 刑

六
月
未
満

六
月
以
上

年
以
上

二
年
以
上

三
年
以
上

小

計

罰 金

や

一
・
万
・
円

以
下

五
万
円
以
下

十
万
円
以
下

十
五
万
円
以
下

三
十
万
円
以
・
下

五
十
万
円
以
下

今
合

を
超
五
‐

え
‐
る
も
の

十
万
円

小

計

刑
の
免
除

合

計

無
罪
等

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総
計

起訴猶予
0 0 0

・ 0 0． 0
.0

嫌疑不十分
4 － ■

0 0

色 ●

0
0 0 0

0

､嫌疑なし
0 0 0

0 0 0
0･

罪とならず
~

0 0 0
0 0 0

0．

その他
0 0 0

0 0 0
0

計
0 0 0

0 0 0
0

備
考



珪一

一

神戸 地裁管内

神戸第二検察審査会令和 2年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

(）を付し，内叡として計上する。 ． （歳湘一ノ
謝壱

I

検 察 庁‘

受理人員

旧

受

↑
■

新
受

今
ロ

計

処 理 人 員

公
■ ･
■

訴

提

起

不起一訴．維持

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌

疑・

な

し．

罪

と
な
ら
ず

畢
早

そ
の
他

小

計

合

計

未
済
人
員

起
訴
議
決

裁 判

有 罪 人 員

自 由 刑

六
月
未
満

六
月
以
土

一

●

年

以
上

二
年
以
上

三
年
以
上

小

計

罰 金

一
万
円
‐
以
下

五
万
円
以
下

十
万
円
以
下

十
．
五
・
万

円
以
下

三
十
万
円
以
下

五
十
万
円
以
下

を
超
え
・
る
も
の

五
十
万
円

小

計

刑
の
免
除

合

計

､無

罪

等

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
・
に
対

総

計

起訴猶予
1 1 1 1 1 0

0 0 0
,0

､～ □

嫌疑不十分
9 9 1 0 1 8 屯 P

0 1 1 1
1

嫌疑なし
0 0 0

0 0 0
･0

罪とならず
0． 、0 0

0 0 0
0

その他
0 0 0

0 0 0
0

計
1 9 10 1 1 1 2 8

0 ．I 1 ･1
1

備
考

0

F少

● ■

P C



神戸 、地裁管内

伊丹検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 2年第4表

、

髄櫓鞭査事件であ宅
会期数行猶予の言ガ

l唾7，－ノ

検 察 庁

1■

受理人員

旧
受

新

受

今
ロ

計

処 理 人 員

公
訴
提
．
起

不 ・起訴維 持

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な

し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

合

計

未

済

人

員

起
訴
議
決

裁 判

有 罪 人 員

自 由 刑

六
月
未
．
満

六
．
月
以
上

一

年

以・

上

二
年
．
以
上

三

年

以
上

小

計

罰 金

一

万

円
以
下

五
万
円
以
下

十
万
円
以
下

十
五
万
円
．
以
下

三
十
万
円
以
下

五
十
万
円
以
下

を
槌
え
る
も
の

五
十
万
円

小

計

刑
の
免
除

△
ロ

計

無
罪
等

す
．
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

。
①

総

計

起訴猶予
0 0

●

0
0 0 0

0

嫌疑不十分
1 1 1 1 1 0

0 0 0
0

嫌疑なし
～

0 0 0
0 0 0

0

罪とならず
0 0 0

0 0
●

G凸

0
0

その他
0 0 ､0

0 0 0
0

計
1 1 1 1 1 0

0 0 0
0

備
考

‐



神戸 地裁管内

姫路検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和． 2年第4表

、畢列画 ノ

｡

検 察 庁

受理人員

旧
受

新

受

谷
口

計

、 処 理人員

公
訴
提
起

不
■

起訴維持

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
．
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

合

計

未
済
．
人
員

起
訴
議
決

裁 判

有 罪 人 員

自 由刑

六
月
未
満

六
月
以
上

一
年
以
上

二
年
以
上

三
年
以
上

小

計

削 金

一
万
円
以
下

五
万
円
・
以
下

十
万
円
以
下

十
五
万
円
以
下

■
■

三
十
万
円
以
下

五
十
万
円
以
下

五を

①

■

超
え
．
る
も
の

＋
、
万
円

小

計

刑
の
免
除

一

合

計

無
罪
等

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総

計．

起訴猶予
0 0 0

0： 0 0
0

嫌疑不十分
1 1 1 1 1

、
●

0
0 0

旬〆

0
0

嫌疑なし
0

●

0 0
0‘ 0 0

0

罪とならず
0 0 0

0。 0 0
0

その他
0 0 0

0 0 0
0

計
1 １ 1

■● １
。

1 0．
0 0 0

0

備
考

0



神戸 地裁管内
■

豊岡検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 ‘2年第4表

検 察 庁

受理人員

日

受

Ｉ

新
受

谷
口

計

処 理 人 員一

公
．
訴
提
起

0 0 。 ■

不起訴維.持

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十

分.／

嫌
疑
な
し

●

ー◆

罪
と
な
ら
ず

甲

そ
の
他

小

計

合

必 色

計

未
済
．
人
員

起
訴
議
決

裁 判

有 罪 人 員

自 由 刑

●
む
六
月
未
満

六
月
以
上

■D

C

年
以
上

二
年
以
上

三
年
以
上

小

計

罰 金

一

万
．
円
・
以
下

五
万
円
・
・
以
下

十
万
円
以
下

十
五
．
万
円
以
下｡■●

三
十
．
万
円
以
下

五

十
万
円
以
下

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

小

･計

0－

刑
の
免

除

合

計

無
罪
等

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総

計．

起訴猶予

●

0 0 0
.0 0 0

0

嫌疑不十分
1 1 1 1 1 0

0 0 0 ●ー

0

嫌疑なし
‘ 0 0 0

0 ･0 0
0

罪とならず
0 0 0

0 0 0
0

その他
0 0 0

0 0 0
0

計
1 1

、
１ 1 1 0

0
I
0 0

0

備
考

0 つ

〆 申

~ケ



奈良地裁管内

検察審査会（集計表）起訴相当事 ．件等事後措置年報令和 2年第4表

仇

〃】渭

一

検 察 庁 ．

受理人員

旧
受
新
受

〈
ロ

､計

処 理 人 員

公
訴

提
起

不起訴維持

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
▽ ●

と
な
ら
ず

そ
の
他

小

凸
９

計

､合

計

未
済
・
人
員

起
、

、

訴

議

決．

裁 ，判

有罪 人 員

自 由 刑

六
月
未
満

六
月
以
上

一
年
以

上

二
年
以
上

三
年
以
上

小

計

罰 金

一
万
円
以
下

五
万
円
以
下

●
■

十
万
円
以
下

十
五
万
円
以
下

三
十
・
万
円
以
下

も
り

◆
●

五
十
万
円
以
下

■
や

を
超
え
る
も
の

五
円
十
万

小

計

刑
の
免
除

合

計

無
罪
等

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総
計

起訴猶予 ・L

嫌疑不十分
2 2 ､1 1 1 ‐ 1 I 1 1

嫌疑なし

ねザ

凸舛

I

罪とならず

その他
t一

↓｡ 9

計
巳 ｡

2 ､2． 1
9 1

1 1 1 。'
１
， 1

り

備
考

令
子

や 〃

鐵鐸、



一

奈良地裁管内

奈良検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 2年第4表

ノ
一

2全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付しｸ－部執行猶予の言渡しがあった場合には，同欄に《》を付し，それぞれ内数と.して計上する。

･検 察 庁 ､ダゲ

受理人員

旧
受

一新

受

合

1

－

計

処 理 人 員

公
訴
提
起

･不起訴 ・維持

起
訴
．
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪

字

と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

合

計

未
‘
済
人
員

起
訴
議
決

裁 判

有‘ 罪 人員
●

自 由 刑

一
ハ

■■

月

末
滴

六
月
以
上

年
以
上

一

一

年

以
上

三
年
以

と

小

計

罰 金

一
万
円
・
以
・
下

五
万
円
以
下

十
万
円
以
下

Ｑ
今

十
・
五
万
円
以
下

三
十
万
円
以
下

五
十
・
万
円
以
下

を
超
え
》
る
．

五
十
万
も
の円

小

計

刑
の
免
除

合

計

無
罪
等

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総

計

起訴猶予
巾 ◆

嫌疑不十分
1 ・1

● ●

ず
Ｄ
０

1 1 ･1
ー

1 1．

嫌疑なし

罪とならず

その他

計
･’ 1

Q

■

●
毎

1 1 1 1 1

備
考

9 台
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7

奈良地裁管内

葛城検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 ､2年第.4表

醜確番宜學汗cめったもc

全部數粁猶予の言渡しが2

一

検 察 庁

受理人員

旧

受

新
受

合

計

処 理 一人 員

公
訴
提
起

●
■

不起訴維持

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
士
分

嫌
疑
な
・
し

仔

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

合

計

未
済
人

｡

一

員

起
・
訴
議
決

裁 判

有 罪 人・員

自 由 刑

六
月
未
満

六
月
以
上

年
以
上

二
・
・
年
以
上

三
年
以

上

小

計

罰 金

万
円
以
下

五
万
円
以
下~

十
万
円
以
下

十
五
万
円
以
下

三
．
十
万
円
以
下

五
十
万
円

以
下

を
超
え
る
も
の

五
十
万
円

小

計

刑
の
免
除

合
計

◆

、 無
罪
等

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総

計

起訴猶予
一

嫌疑不十分
1 1 1 1

。 ｡

嫌疑なし‐
｡~巴 ．

や ■

罪とならず

■◇■

■
◆

その他

計
1 1 １

．
･1

備
考

～

■ ゅ

グ
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大津地裁管内
●

検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和2年第4表

ー

．Uと1丁し， Fy認こし、盲rエヲoo

了
=一一

崎
〃U剤 〃

．
一

3, ド 7
8■

CC
G一 一

IG

、

令和3年1月7日

最高裁判所
､事務総局刑事局長殿

大津検察審査会

検 察 庁

受理人員

旧

受

新
受

△
口

計

処 理 人 員
① ● ■

公
訴
提
起

不起訴 維持

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
．
・
疑
な

し

罪
ど
な
ら
．
・
ず

そ
の
他

小

計

合
、一

計

一

未

済

人

員

起
訴
議
決

裁 判

有 罪 人 員

自 由 刑

六
月
未
満

六
月
以
，
上

ｃ
●

年
以
上

二
年
．
以
上

三
年
以
上

①

小
計

罰 金

一
万
円
以
下

五
万
円
以
下

十
万
円
以
下

十
五
万
円
以
下

■
■

Ｆ
●
ク
凸
日

三
十
万
円
以
下

五
十
万
円
以
下

．
●

●

を
超
え
る
も
．
の

五
十
万
円

小

計．

刑
の
免
除

合
計

無

罪

等

ず
る
事
件
の
併
合

同
．
一
被
告
人
に
対

伊

総

計

起所猶予
0 0 0 0 0 0 0 ､0 0 0 0 0

0
｡

0 0 0

◆

嫌疑不十分
2 1 3 0 0 3 0 0 0 3 3 0

｡

」 0 0 0 0

嫌疑なし
ロ

｡

0 0 0
年

0 0 0 0 0 0 0． 0 0
0 0 0 0

罪とならず
0 0 0 0 0． 0 0 0 0 0． 0 0

◆

0 0 0 0

その他
0． 0‐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

・
わ

●

0
･0 O 0 0

計
2 1 3 0 0。 3 0 0 0． 3 3 0

勺

0 0 ◆･ ・ 0 0

備
考

ー

● ●

●

勺



大津地裁管内

大津検察審査会令和2年 起訴相当事件等事後措置年報第4表

､

ー

I韓也行猶予の言渡しがあった場信

、 －J

検 察 庁

・受理人員

旧
・
受

新

.受

合

計

処 理 人員

公
訴
提
起

不起訴維持

起

訴

猶

予一

嫌
疑
不
十
分

●●

嫌
疑
な
し

◆

●

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

合

計

む
ゅ

未
済
人
員

■

4－‐

起
訴

識
・
決

裁 判

有 一罪 人 員

･単

自 由 刑

六
月
未

満

六
月
以
上

●
。

年
以
上

二
年
以
上

三
年
以
上

ﾉI、

計

罰 金
一

一
万
円
以
下

五
万
円
以
下

■
①

十
万
円
以
下

十
五
万
円
以
下

三
十
万
円
以
下

五

十

万

円

､以

下

を
週
え
る
も
の

五
十
万
円

小

計

刑
・
の
免
・
除

合
計

無
罪
零

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総

計

起脈猶予
0 0 0 ． ・0 0 0 0 0 0 0

嫌疑不十分
2 0 2 2 2 2 0

0 0 0 0

嫌疑なし
r

0 0 0 0 0 O
Q

0 0 0 0

罪とならず
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

その他
､0 0 0 0 0 0 0 0 ･0 0

計
2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0

傭
考

4■ ■

｡

● ． .
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大津地裁管内

彦根検察審査会起訴相当事件等事・後措置年報令和2年第4表

ー。■■寺一

陵権蒋査事件であ宅
舎荊教行猶子の言漉

(坂測一ノ

瓢執行猶予の言渡しがあった場合ヨ

令和3年1月4日 第4 ．号

最高裁判所
事務総局刑事局長殿

彦根検察審査会

検 察 庁

受理人員

旧

ひ

■

受

新

受

合

計

処 理 人 員

公
訴
提
起

不起訴維持

起
訴
猶
予

嫌
疑

不
十
分

嫌

疑

な

,し

罪
と
な
ら
ず

そ
．
の
他

小

計

合
計

未
済
人
員

起
訴
磯
決

裁 判

有罪 人 員

自 由 刑

六
月
未
満

六
月
以
上

一

年.．

.以

上

二
年
以
上

三

年
以
上

小

計

罰 金

一
万
円
以
下

五
万
．
円
以
下

十
万
円
以
下

十
五
万
円
以
下

■
■

三
十
万
円
以

下

五
十
万
円
以
下

を
超
え
る
．
も
の

五
十
万
円

小

計

刑

b

の

免

除

合
計

無
罪
等

す
．
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総

計

起訴猶予
.0 0 0 0

0 0 0 0

嫌疑不十分
1 1 1 1 1 0

､0 0 0 0

嫌疑なし
0 O

■

0 0
0 0 0 0

罪とならず
0 ,0 0 0 0 0 0 0

その他
0 0． 0 0 0 0 0 0

計
1 1 1 1 1 0．

0 0 0 0

備
考

■ a



大津地裁管内

長浜検察審査会起訴相当事件等事後措・置…年報令和2年第4表

ｰ

）一”
。

坐』

令和3年1月4日 長浜検審第4号

最高裁判所
事務総局刑事局長殿 長浜検察審査会

検 察 庁
、、

受理人員

旧
受
新
受

今
ロ

計

処 理 人 員
ｐ
●

公
訴
．
提
起

不

や

む

● 、

起訴維持

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

●
４
■罪
と
な
ら
ず

そ

の

他

小

計

合
計

未

済

人．

員

起
訴
議
決

裁 判

有 罪 人 員
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